




当会社の発行可能株式総数は、１千500万株とする。

当会社の単元株式数は、100株とする。





11名以内とする。

第14条

第15条

第16条

第17条

第18条

第19条

（株主総会資料の電子提供）

選任後１年以内

当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報

について、電子提供措置をとるものとする。

当会社は、電子提供措置をとる事項のうち、法務省令で定めるものの全部

または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対し

て交付する書面に記載しないことができる。

2 ．



取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、あらかじめ取締役会におい

て定めた取締役がこれを招集し、議長となる。

前項において定めた取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会におい

て定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。

第20条

第21条

第22条

第23条

第24条

第25条



当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役（業務執行取締役等である

ものを除く。）との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結す

ることができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規

定する額とする。

第26条

第27条

第28条

第29条

第30条

第31条

第32条

第33条



当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、同法第423

条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該

契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。

第34条

第35条

第36条

第37条

第38条

第39条

第40条



第41条

第42条

第43条

第44条

第45条
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